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(57)【要約】
【課題】　少なくとも一つのボール用のパッケージを提
供する。
【解決手段】　本発明のパッケージは、ボールの一部を
露呈するように形成された少なくとも一つの開口部を含
む。開口部は、ボールの表面と係合することによってボ
ールの移動を制限するように形成されている。このパッ
ケージは、パッケージの製造に必要なパッケージ材料の
量を減少し、パッケージをディスプレーするのに必要な
棚空間の量を最大にし、パッケージを見易くする。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボール用パッケージにおいて、
　第１壁と、
　前記第１壁と向き合った第２壁とを含み、前記第１壁は第１開口部を有し、前記第２壁
は第２開口部を有し、更に、
　前記第１壁と前記第２壁との間に配置された壁開口部を含み、
　前記第１開口部及び前記第２開口部のうちの少なくとも一方は、前記ボールの第１部分
を露呈し且つ前記ボールの移動を制限するように形成されており。前記壁開口部は、前記
ボールの第２部分を露呈するように形成されている、パッケージ。
 
【請求項２】
　請求項１に記載のパッケージにおいて、
　前記第１開口部及び前記第２開口部のうちの少なくとも一方は円形であり、この円形の
開口部は前記ボールの直径よりも小径であり、前記第１開口部及び前記第２開口部のうち
の少なくとも一方は、前記ボールの表面と係合することによって前記ボールを拘束するよ
うに形成されている、パッケージ。
 
【請求項３】
　請求項１に記載のパッケージにおいて、
　前記第１開口部及び前記第２開口部のうちの少なくとも一方の長さが、前記ボールの直
径よりも大きい、パッケージ。
 
【請求項４】
　請求項１に記載のパッケージにおいて、
　前記第１壁及び前記第２壁は、少なくとも一つの角度をなした隅部を含む、パッケージ
。
 
【請求項５】
　請求項１に記載のパッケージにおいて、
　前記第１壁及び前記第２壁は、各々、三つの円形の開口部を含み、前記第１壁及び前記
第２壁の前記開口部は同じである、パッケージ。
 
【請求項６】
　請求項１に記載のパッケージにおいて、
　三つのゴルフボールを収容するように形成されている、パッケージ。
 
【請求項７】
　請求項１に記載のパッケージにおいて、
　前記第１壁及び前記第２壁は、各々、四つの円筒形の開口部を含み、前記第１壁の前記
開口部は、前記第２壁の前記開口部と実質的に同様である、パッケージ。
 
【請求項８】
　請求項７に記載のパッケージにおいて、
　前記パッケージは、１２個のボールを収容するように形成されている、パッケージ。
 
【請求項９】
　請求項７に記載のパッケージにおいて、更に、
　前記パッケージを少なくとも一つのボールのパッケージに分離するように形成された分
離デバイスを含む、パッケージ。
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【請求項１０】
　請求項７に記載のパッケージにおいて、
　少なくとも一つの第２パッケージを受け入れるように形成されており、各パッケージは
、三つのボールを収容するように形成されている、パッケージ。
 
【請求項１１】
　少なくとも二つのボール用のパッケージにおいて、
　第１コラムと、
　第１方向で前記第１コラムと隣接した第２コラムとを含み、前記第１コラム及び前記第
２コラムは、各々、ボールを収容するように形成されており、前記ボールの一部を露呈し
且つボールの移動を制限するように形成された少なくとも一つの開口部を有し、
　前記第１コラムは第１位置に配置されており、前記第２コラムは、前記第１方向に対し
て垂直な第２方向に関して第２位置に配置されており、前記第１位置は前記第２位置と異
なる、パッケージ。
 
【請求項１２】
　請求項１１に記載のパッケージにおいて、
　各コラムは、三つのボールを収容するように形成されている、パッケージ。
 
【請求項１３】
　請求項１１に記載のパッケージにおいて、更に、
　前記第１方向で前記第２コラムと隣接した第３コラムと、
　前記第１方向で前記第３コラムと隣接した第４コラムとを含み、前記第３コラム及び前
記第４コラムは、各々、ボールを収容するように形成されており、前記ボールの一部を露
呈し且つ前記ボールの移動を制限するように形成された開口部を有し、
　前記第３コラムは前記第１位置に配置されており、前記第４コラムは前記第２位置に配
置されている、パッケージ。
 
【請求項１４】
　請求項１３に記載のパッケージにおいて、
　前記第１コラム、前記第２コラム、前記第３コラム、及び前記第４コラムは、各々、第
１壁及び第２壁を有し、前記パッケージは、
　前記第１壁と前記第２壁との間の少なくとも一つの壁開口部を含む、パッケージ。
 
【請求項１５】
　請求項１１に記載のパッケージにおいて、
　前記開口部は、円形形状開口部及び円筒形形状開口部からなる群から選択された開口部
である、パッケージ。
 
【請求項１６】
　請求項１１に記載のパッケージにおいて、更に、
　第３コラムと、
　前記第１方向で前記第３コラムと隣接した第４コラムとを含み、前記第３コラム及び前
記第４コラムは、各々、前記ボールを収容するように形成されており、前記ボールの一部
を露呈し且つ前記ボールの移動を制限するように形成された開口部を有し、
　前記第３コラムは前記第２位置に配置されており、前記第４コラムは前記第１位置に配
置されている、パッケージ。
 
【請求項１７】
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　請求項１１に記載のパッケージにおいて、
　各コラムは少なくとも一つの角度をなした隅部を含む、パッケージ。
 
【請求項１８】
　請求項１１に記載のパッケージにおいて、更に、
　前記第１コラムと前記第２コラムとの間の少なくとも一つの分離デバイスを含み、前記
少なくとも一つの分離デバイスは、前記コラムを分離するように形成されている、パッケ
ージ。
 
【請求項１９】
　少なくとも一つのボールを収容するためのパッケージを形成するための一部品ブランク
において、
　パッケージの前部を形成する前パネルと、
　前記前パネルと同じであり、前記パッケージの後部を形成する後パネルであって、前記
前パネル及び前記後パネルは、各々、前記ボールを露呈する少なくとも一つの開口部を含
む、後パネルと、
　前記前パネル及び前記後パネルにヒンジ連結された、前記前パネルと前記後パネルとの
間の側パネルと、
　前記前パネル及び前記後パネルのうちの一方と隣接しており且つこれにヒンジ連結され
た第２側パネルとを含む、ブランク。
 
【請求項２０】
　請求項１９に記載のブランクにおいて、
　前記パッケージは、形成時に三つのゴルフボールを保持するように形成されている、ブ
ランク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、全体として、ボール用のパッケージに関する。更に詳細には、本開示は、全
体としてスポーツ用ボール用の開放パッケージ(open package)に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、環境に及ぼす影響が小さいパッケージを製造するための努力がなされている。一
つの方法は、パッケージを、リサイクル可能材料、分解性材料、消費後の古紙、及び／又
は生分解性材料で形成することである。別の、及び追加の方法は、不必要なパッケージを
除去し、減少することによって、使用されるパッケージ材料の量を最小にすることである
。しかしながら、パッケージ材料の量を最小にすると、小売店での製品のディスプレー及
び配置に影響が及ぼされる。
【０００３】
　小売店の棚での製品のディスプレー及び配置は、購買意欲をかきたてるのに役立つ。例
えば、製品に割り当てられた棚空間の量及び棚空間の位置が製品の売れ行きに影響を及ぼ
す。一般的には、望ましい棚空間は、消費者の目に入り易い棚領域である。例えば、目の
高さの棚空間及び／又は大きく割り当てられた棚空間である。しかしながら、好ましい棚
空間には競争がある。小売店は、一般的には、店の棚空間にディスプレーできるよりも多
くの製品を持っている。更に、小売店は、棚内に置いた製品が手に入らないという危険を
最小にするように、所与の領域にできるだけ多くの製品を置こうとする。更に、小売店は
、元々ディスプレーされていた製品の量が売れてしまったため、製品が手に入らず、棚に
置けない期間が不必要に長くならないようにしたいと考えている。
【０００４】
　小売店は、代表的には、製品を棚に置くことによって利用可能な棚空間を最大にする。



(5) JP 2012-30893 A 2012.2.16

10

20

30

40

50

小売店は、一般的には、棚に置かれた最初に目に入る製品の後側及び／又は上側に追加の
製品を重ねて置くことによって、製品を棚にディスプレーする。製造者は、最初に目に入
る製品をディスプレーするため、水平方向空間等の更に目に付く棚空間を必要とするパッ
ケージを使用することによって、製品が更に好ましい棚空間に配置される機会を高めるこ
とができる。
【０００５】
　パッケージの設計における追加の配慮には、輸送及び取り扱いが含まれる。パッケージ
は、輸送中及び取り扱い中に傷が付かないように保護を提供しなければならない。更に、
パッケージは、輸送用の箱に入れたとき、又は棚でディスプレーするとき、移動したり転
がったりしないようになっていなければならない。
【０００６】
　パッケージ及びディスプレーが困難な物品には、ボール等の円形の又は球形の物体が含
まれる。ゴルフボールは、多くの場合、しっかりとした矩形の又は正方形の外箱パッケー
ジに１ダース入れて販売されている。多くの外箱パッケージには、更に、「スリーブ」と
呼ばれる四つのしっかりとした矩形の内箱が含まれる。これらのスリーブは、各々、三つ
のゴルフボールを収容する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、ボール用パッケージの技術分野において、パッケージ材料の量を減少すること
によって環境に及ぼす影響を小さくすると同時に、棚に置いたときにパッケージが最大に
見易くすることが必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　開放パッケージには、ボールの収容に必要なパッケージ材料の量を最小にするという特
徴、及び輸送時及び取り扱い時にボールを安定するように形成されるという特徴がある。
これらの特徴は、パッケージを小売店の棚でディスプレーするのに必要な棚空間の量を最
大にするように考慮される。
【０００９】
　一態様では、少なくとも一つのボール用のパッケージが提供される。パッケージは、第
１壁と、この第１壁と向き合った第２壁とを含み、第１壁及び第２壁には、各々、少なく
とも一つの開口部が設けられている。パッケージは、更に、第１壁と第２壁との間に配置
された少なくとも一つの壁開口部を含む。開口部は、ボールの一部を露呈し、ボールの移
動を制限するように形成されており、壁開口部は、ボールの一部を露呈するように形成さ
れている。
【００１０】
　別の態様では第１壁及び第２壁は、各々、三つの円形の開口部を備えており、第１壁及
び第２壁の開口部は同じである。
【００１１】
　別の態様では、パッケージは、三つのゴルフボールを収容するように形成されている。
【００１２】
　別の態様では、第１壁及び第２壁は、各々、四つの円筒形開口部を含み、第１壁及び第
２壁の開口部は同じである。
【００１３】
　別の態様では、パッケージは、１２個のボールを収容するように形成されている。
【００１４】
　別の態様では、パッケージは、少なくとも一つの第２パッケージを受け入れるように形
成されており、各第２パッケージは、三つのボールを収容するように形成されている。
【００１５】
　別の態様では、少なくとも２個のボール用のパッケージが提供される。パッケージは、
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第１コラムと、この第１コラムと第１方向で隣接した第２コラムとを含む。第１コラム及
び第２コラムは、各々、ボールを収容するように形成されており、ボールの一部を露呈し
、ボールの移動を制限するように形成された少なくとも一つの開口部を備えている。第１
コラムは第１位置に配置されており、第２コラムは、第１方向に対して垂直な第２方向に
関して第２位置に配置されている。第１位置は第２位置と異なる。
【００１６】
　別の態様では、パッケージは、更に、第１方向で第２コラムと隣接した第３コラム及び
第１方向で第３コラムと隣接した第４コラムを含む。第３コラム及び第４コラムは、各々
、ボールを収容するように形成されており、ボールの一部を露呈し且つボールの移動を制
限するように形成された開口部を有する。第３コラムは第１位置に配置されており、第４
コラムは第２位置に配置されている。
【００１７】
　別の態様では、パッケージは、更に、第３コラムと、この第３コラムと第１方向で隣接
した第４コラムとを含む。第３コラム及び第４コラムは、各々、ボールを収容するように
形成されており、ボールの一部を露呈し且つボールの移動を制限するように形成された開
口部を有する。第３コラムは第２位置に配置されており、第４コラムは第１位置に配置さ
れている。
【００１８】
　別の態様では、少なくとも一つのボールを収容するためのパッケージを形成するための
一部品ブランクが提供される。ブランクは、パッケージの前部を形成する前パネルと、こ
の前パネルと同じであり、パッケージの後部を形成する後パネルを含む。前パネル及び後
パネルは、各々、ボールを露呈する少なくとも一つの開口部を含む。ブランクは、更に、
前パネル及び後パネルにヒンジ連結された、前パネルと後パネルとの間の第１側パネルと
、前パネル及び後パネルの一方と隣接しており、ここにヒンジ連結された第２側パネルと
を含む。
【００１９】
　本発明のこの他のシステム、方法、特徴、及び利点は、添付図面及び詳細な説明を検討
することにより、当業者に明らかになるであろう。このような追加のシステム、方法、特
徴、及び利点は、全て、本明細書中の記載に含まれ、本発明の範囲内に含まれ、添付の特
許請求の範囲によって保護される。
【００２０】
　本発明は、添付図面及び以下の説明を参照することにより更によく理解される。添付図
面における構成要素は必ずしも等縮尺ではなく、本発明の原理を例示する上で強調がなさ
れている。更に、添付図面では、様々な図に亘り、同じ参照番号が対応する部分に付され
ている。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、ゴルフボール用の周知のパッケージの概略斜視図である。
【図２】図２は、周知のパッケージをディスプレーする小売店の棚の概略正面図である。
【図３】図３は、パッケージスリーブの一実施例の概略斜視図である。
【図４】図４は、ゴルフボールを収容した図３のスリーブの概略斜視図である。
【図５】図５は、図３のスリーブの概略側面図である。
【図６】図６は、矩形の外箱の一実施例の概略斜視図である。
【図７】図７は、矩形の外箱の一実施例の概略斜視図である。
【図８】図８は、ゴルフボールを収容した図７の外箱の概略斜視図である。
【図９】図９は、スリーブの一実施例を収容した図７の外箱の概略斜視図である。
【図１０】図１０は、パッケージスリーブの一実施例の概略斜視図である。
【図１１】図１１は、ゴルフボールを収容した図１０のスリーブの概略斜視図である。
【図１２】図１２は、矩形の外箱の一実施例の概略斜視図である。
【図１３】図１３は、ゴルフボールを収容した図１２の外箱の概略斜視図である。
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【図１４】図１４は、スリーブの一実施例を収容した図１２の外箱の概略斜視図である。
【図１５】図１５は、パッケージスリーブの一実施例の概略斜視図である。
【図１６】図１６は、ゴルフボールを収容した図１５のスリーブの概略斜視図である。
【図１７】図１７は、矩形の外箱の一実施例の概略斜視図である。
【図１８】図１８は、ゴルフボールを収容した図１７の外箱の概略斜視図である。
【図１９】図１９は、スリーブの一実施例を収容した図１７の外箱の概略斜視図である。
【図２０】図２０は、矩形の外箱の一実施例の概略斜視図である。
【図２１】図２１は、パッケージスリーブの一実施例の概略斜視図である。
【図２２】図２２は、矩形の外箱の一実施例の概略斜視図である。
【図２３】図２３は、食い違い外箱の一実施例の概略斜視図である。
【図２４】図２４は、食い違い外箱の一実施例の概略斜視図である。
【図２５】図２５は、ゴルフボールを収容した図２４の外箱の概略斜視図である。
【図２６】図２６は、食い違い外箱の一実施例の概略斜視図である。
【図２７】図２７は、食い違い外箱の一実施例の概略斜視図である。
【図２８】図２８は、ゴルフボールを収容した図２７の外箱の概略斜視図である。
【図２９】図２９は、食い違い外箱の一実施例の概略斜視図である。
【図３０】図３０は、スリーブの一実施例を形成するブランクの概略正面図である。
【図３１】図３１は、ボールを収容するスリーブをブランクから形成するためのプロセス
の一実施例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　ゴルフボールは、代表的には、１２個のボールが入ったパッケージで販売される。
１２個のボールが入ったパッケージは、代表的には、三つのゴルフボールが入った四つの
スリーブを含む。このようなスリーブ１００を図１に示す。スリーブ１００は、全体に矩
形の箱の形態で提供される。図１は、更に、二つの周知の固い外箱１１０及び１２０を示
す。これらの外箱は、四つのスリーブ１００を収容するように形成されている。正方形の
外箱１１０は、二つのスリーブ１００の二つの隣接した列を収容する。矩形外箱１２０は
側部と側部とを向き合わせて配置された四つのスリーブを収容する。スリーブ１００及び
外箱１１０及び１２０は、更に、全ての側部でパッケージ材料を必要とする。スリーブ１
２０及び外箱１１０及び１２０は、代表的には、樹脂層を持つ板紙、リサイクル可能材料
、リサイクル材料、及び／又は消費後の古紙材料等の紙製品で形成されている。
【００２３】
　図２は、小売店における外箱１１０及び１２０の棚ディスプレーの代表的な例を示す。
図２では、個々の外箱１１０及び１２０の各々は、異なる製品と対応する。矩形外箱１２
０は、正方形外箱１１０よりも直径が大きく、従って、正方形外箱１１０よりも多くの棚
空間を必要とする。小売店は、余分の製品を最初に目に入る製品の後ろに置く。かくして
、小売店は、一般的には、正方形外箱１１０よりも目につき易い空間を矩形外箱１２０に
割り当てる。従って、矩形外箱１２０は正方形外箱１１０よりもよい棚配置を有する。
【００２４】
　この実施例は、丸い物体用の開放パッケージに関する。丸い物体は、どのような種類の
丸い物体であってもよい。例えば、丸い物体は、テニスボール、卓球ボール、及びこの他
の任意の種類の競技用ボールであってもよい。本明細書中の議論は、全体として、ゴルフ
ボールの開放パッケージの議論に限定されるが、丸い物体はこのように限定されると考え
られるべきではない。
【００２５】
　本明細書中に説明した開放パッケージの実施例は、パッケージ材料の量を減らすように
設計されており、幾つかの実施例では、パッケージをディスプレーするための棚空間の量
を減らすことなく、パッケージ材料を減少する。その代わり、開放パッケージの実施例の
多くは、小売店の好ましい棚配置が得られるようにすることによって、製品がよく見える
ように設計されている。添付図面に示すように、向き合った壁に開口部を追加することに
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よって、パッケージ材料の量を減らすことができる。これらの開口部は、ボールに対し、
追加の支持及び包含を提供する。これらの開口部は、更に、ゴルフボールを収容するのに
必要なパッケージ材料を減少することによって、パッケージ材料の量を更に減少する。開
口部がボールの部分を露呈するため、パッケージは、深さがゴルフボールの直径よりも小
さい形体を備える。更に、これらの開口部による追加の支持のため、向き合った壁を除去
してもよく、従って、実施例に従ってパッケージを製造するのに必要なパッケージ材料の
量が更に減少する。
【００２６】
　幾つかの実施例では、図３、図４、及び図５を参照すると、スリーブ３００は、三つの
ゴルフボールを収容するように形成されている。他の実施例では、スリーブ３００は、任
意の数のゴルフボールを収容するように形成されていてもよい。
【００２７】
　スリーブ３００は、当該技術分野で周知の任意の材料で形成されていてもよい。材料は
、リサイクル材料、リサイクル可能材料及び／又は消費後の古紙材料を含む任意の周知の
紙製品であってもよい。幾つかの実施例では、スリーブ３００の形状は、ゴルフボールの
大きさと対応するように選択されてもよい。更に、スリーブ３００の高さ、幅、及び深さ
はゴルフボールの寸法及びゴルフボールの数に基づいて選択されてもよい。例えば、スリ
ーブの高さは、ゴルフボールの高さを足し合わせた高さと対応するように選択されてもよ
い。図３、図４、及び図５では、スリーブ３００の高さは、三つのゴルフボールと対応す
る。
【００２８】
　幾つかの実施例では、スリーブ３００は矩形形状を備えていてもよい。スリーブ３００
は、四つの壁及び二つの開放した側部を備えていてもよい。図３、図４、及び図５に示す
ように、スリーブ３００は、第１壁３１０、第２壁３２０、第３壁３３０、及び第４壁３
４０の四つの壁を有する。第１壁３１０及び第２壁３２０は幅方向（Ｗで示す方向）に延
びており、互いに平行である。第３壁３３０及び第４壁３４０は高さ方向（Ｈで示す方向
）に延びており、互いに平行である。スリーブ３００は、向き合った二つの側部に壁を備
えておらず、深さ方向（Ｄで示す方向）の向き合った側部が開放している。これらの二つ
の向き合った開放した側部は、第１壁３１０と第２壁３２０との間の深さ方向に限定され
ない。他の実施例では、スリーブ３００は、二つの開放した向き合った側部を幅方向に有
し、深さ方向及び高さ方向で向き合った壁を有してもよい。
【００２９】
　幾つかの実施例では、スリーブ３００は、高さ方向の二つの向き合った壁に開口部を備
えていてもよい。他の実施例では、スリーブ３００は、一つの壁又は全ての壁に開口部を
備えていてもよい。
【００３０】
　開口部は、ゴルフボールの一部を露呈するように形成されていてもよい。これらの開口
部は、更に、ボールがスリーブ３００に対して移動しないように、ゴルフボールの表面と
接触し、係合するように形成されていてもよい。開口部は、一般的には、ゴルフボールの
元来の位置を維持する。この位置は、ゴルフボールが最初の包装時に置かれた位置である
。幾つかの実施例では、開口部は、個々のゴルフボールの直径よりも小さくてもよい。他
の実施例では、開口部は、幾つかのゴルフボールの総直径よりも小さくてもよい。
【００３１】
　開口部は、円形、円筒形、多角形、又は他の幾何学的形状等の任意の形状を備えていて
もよく、任意の数であってもよい。幾つかの実施例では、向き合った壁に各ボール毎に各
々一つの開口部が設けられていてもよい。他の実施例では、向き合った壁の各々に一つの
開口部が設けられており、この開口部が全てのゴルフボールに亘って延びていてもよい。
更に、向き合った壁に設けられた開口部は、対称であってもよい。開口部は、別の態様で
は、非対称であってもよい。例えば、スリーブは、一方の壁に各ボール用の開口部が設け
られ、反対側の壁に全てのゴルフボールに亘って延びる一つの開口部が設けられていても
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よい。
【００３２】
　開放した向き合った壁及び開口部により、ゴルフボールを収容するのに必要なパッケー
ジ材料の量が減少する。パッケージは、ゴルフボールを収容する上で、ボール全体を覆い
且つ包含する必要がないため、壁の開口部は、ゴルフボールを収容する上で長さ方向で必
要とされるパッケージの量を減少する。換言すると、本発明の実施例に従って製造された
パッケージの任意の一つの壁は、従来のパッケージの対応する壁の長さよりも短くてもよ
い。これは、開口部が設けられているため、ゴルフボールの一部が壁を通って突出するた
めである。更に、開口部によりゴルフボールの部分が露呈されるため、これらの開口部は
、ボールを収容する上で深さ方向で必要とされるパッケージ材料の量を減少できる。パッ
ケージの深さは、ゴルフボールの直径よりも小さい。
【００３３】
　図３、図４、及び図５に示すように、第３壁３３０及び第４壁３４０は、各々、ゴルフ
ボールを所定位置に保持するように形成された三つの開口部を有する。第３壁３３０は、
第１開口部３３２、第２開口部３３４、及び第３開口部３３６を有する。第４壁３４０は
、第１開口部３４２、第２開口部３４４、及び第３開口部３４６を有する。これらの開口
部は円形であり、夫々対称である。第３壁３３０及び第４壁３４０の開口部は任意の形体
を備えていてもよく、非対称であってもよい。
【００３４】
　図４及び図５に示すように、スリーブ３００は、スリーブ３００の高さ方向で隣接して
位置決めされた三つのボール４００を受け入れるように形成されている。第３側部３３０
及び第４側部３４０の開口部は、ゴルフボール４００が移動しないようにする形体の形状
を備えている。第３側部３３０及び第４側部３４０の開口部及び開放した向き合った側壁
がゴルフボール４００の一部を露呈する。開口部は円形であり、ゴルフボール４００より
も小径である。
【００３５】
　スリーブは個々に販売されてもよく、多数のスリーブを一緒にパッケージしてもよい。
幾つかの実施例では、四つのスリーブが一緒にパッケージされていてもよい。多数のスリ
ーブを、例えばプラスチックラップ又は外箱に入れてパッケージしてもよい。
【００３６】
　外箱は、任意の周知の材料で形成されていてもよい。材料は、リサイクル材料、リサイ
クル可能材料及び／又は消費後の古紙材料を含む任意の周知の紙製品であってもよい。幾
つかの実施例では、外箱はスリーブと同じ材料で形成されていてもよい。外箱は、スリー
ブを使用せずにボールを収容してもよい。幾つかの実施例では、外箱は、ボールを三つの
ボールからなる群の形体で取り扱うように形成されていてもよい。他の実施例では、外箱
は、ボールを外箱から個々に分離できるようにボールを取り扱うように形成されていても
よい。
【００３７】
　幾つかの実施例において、図６を参照すると、一つの矩形外箱６００内に四つのスリー
ブがパッケージされている。外箱６００は、任意の数のスリーブを受け入れるように形成
されていてもよい。図６に示すように、矩形外箱６００は、四つのスリーブ６１０、６２
０、６３０、及び６４０を幅方向で受け入れるように形成されている。外箱６００は、こ
れらのスリーブを高さ方向で受け入れるように形成されていてもよい。
【００３８】
　外箱６００は任意の種類の蓋又はシールデバイスを備えていてもよい。図６では、外箱
６００はフリップトップ(flip-top)蓋６５０を有する。フリップトップ蓋は、外箱主本体
に取り付けられている。他の実施例では、外箱６００の蓋は外箱主本体に取り付けられて
おらず、取り外し自在であってもよい。
【００３９】
　他の実施例では、図７、図８、及び図９を参照すると、複数のゴルフボール又はスリー
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ブが、開放した矩形の外箱７００内にパッケージされていてもよい。外箱７００は、１２
個のボールを収容するように形成されている。他の実施例では、外箱７００は任意の数の
ゴルフボールを収容するように形成されていてもよい。例えば、外箱７００は、スリーブ
３００のように三つのゴルフボールを収容するように形成されていてもよい。
【００４０】
　外箱７００にも開口部が設けられている。スリーブ３００と同様に、これらの開口部に
より、使用されるパッケージ材料の量が減少する。これらの開口部は、ゴルフボールの移
動を制限するように形成されている。壁に設けられた開口部は、ゴルフボールを収容する
上で長さ方向で必要とされるパッケージの量を減少する。更に、開口部がボールの部分を
露呈するため、開口部により、ボールを収容する上で深さ方向で必要とされるパッケージ
材料の量が減少する。パッケージの深さは、ゴルフボールの直径よりも小さくてもよい。
【００４１】
　一実施例では、外箱７００は矩形形状であり、四つの壁及び二つの開放した側部を有す
る。図７、図８、及び図９に示すように、外箱７００は、第１壁７１０、第２壁７２０、
第３壁７３０、及び第４壁７４０の四つの壁を有する。第１壁７１０及び第２壁７２０は
幅方向に延びており、互いに平行である。第３壁７３０及び第４壁７４０は高さ方向に延
びており、互いに平行である。外箱７００は、二つの向き合った側部に壁を備えておらず
、開放した向き合った側部を深さ方向に有する。これらの二つの向き合った開放した側部
は、第１壁７１０と第２壁７２０との間の深さ方向に限定されない。他の実施例では、外
箱７００は、二つの開放した向き合った側部を幅方向に有し、向き合った壁を深さ方向及
び高さ方向に有してもよい。
【００４２】
　第３壁７３０及び第４壁７４０は、各々、ゴルフボールを所定位置に保持するように形
成された開口部を備えていてもよい。第３壁７３０及び第４壁７４０は、各々、四つの開
口部を有する。第３壁７３０は、第１開口部７３２、第２開口部７３４、第３開口部７３
６、及び第４開口部７３８を有する。第４壁７４０は、第１開口部７４２、第２開口部７
４４、第３開口部７４６、及び第４開口部７４８を有する。第３壁７３０及び第４壁７４
０の開口部は円筒形形状であり、対称である。他の実施例では、上文中に論じた外箱３０
０の開口部と同様に、開口部の数、形状、及び大きさは任意である。第３壁７３０及び第
４壁７４０の開口部は、任意の形体を備えていてもよく、非対称であってもよい。
【００４３】
　外箱７００は、外箱７００を分離して個々のスリーブ及び／又は箱にするように形成さ
れた分離デバイスを備えていてもよい。分離デバイスは、所望の場合に外箱７００の部分
を互いに接合でき、所望の場合にこれらの部分を分離できる任意の種類の機械的構造、化
学的構造、又は磁気的構造を備えていてもよい。幾つかの実施例では、分離デバイスは、
引っ張ることによって外箱７００の材料を切断して幾つかのスリーブにするテープ又はリ
ボンであってもよい。他の実施例では、分離デバイスに磁石を用いてもよい。幾つかの実
施例では、分離デバイスはミシン目線であってもよい。図７、図８、及び図９に示すよう
に、外箱７００の全ての壁の開口部間にミシン目線７５０、７６０、及び７７０が設けら
れていてもよい。幾つかの実施例では、これらのミシン目線は、外箱７００を、大きさ及
び形状が同じ四つのスリーブに分離するように形成されていてもよい。他の実施例では、
外箱７００は、任意の数のスリーブ及び箱に分けられるように形成されていてもよい。外
箱７００は、更に、大きさ及び形状が異なるスリーブ及び箱に分けられるように形成され
ていてもよい。ミシン目線は任意の壁に設けられていてもよい。例えば、外箱７００の第
３壁７３０及び第４壁７４０だけにミシン目線が設けられていてもよい。
【００４４】
　図８及び図９を参照すると、外箱７００は、複数のボールを収容するように形成されて
いてもよい。これらのボールは、別の箱又はスリーブ内に収容されていてもよいし、別の
箱又はスリーブ内に収容されていなくてもよい。幾つかの実施例では、外箱７００は、１
２個のボールを直接的に収容するように形成されている。図８に示すように、外箱７００



(11) JP 2012-30893 A 2012.2.16

10

20

30

40

50

は、ボールの四つのコラムを含むように形成されている。これらのコラムの各々には、三
つのボールが入っている。これらのコラムの各々は、夫々、開口部と整合している。第３
壁７３０及び第４壁７４０の円筒形開口部は、ゴルフボール８００の移動を妨げる形状を
有する。第３壁７３０及び第４壁７４０の開口部及び開放した向き合った側壁は、ゴルフ
ボール８００の一部を露呈する。幾つかの実施例では、これらの開口部の各々の高さは、
三つのゴルフボール８００の高さよりも小さい。他の実施例では、開口部は、この他の形
状及び大きさを備えていてもよい。開口部は、更に、配向が異なっていてもよい。例えば
、開口部は、高さ方向でなく幅方向に沿って延びていてもよい。
【００４５】
　他の実施例では、矩形の外箱７００は、多数のゴルフボールが入ったスリーブを収容す
るように形成されていてもよい。外箱７００は任意の数のボールが入った任意の数のスリ
ーブを収容するように形成されていてもよい。図９に示すように、外箱７００は三つのゴ
ルフボールが入った四つのスリーブ９１０、９２０、９３０、及び９４０を収容するよう
に形成されていてもよい。これらの四つのスリーブは、各々、図３、図４、及び図５に示
すスリーブ３００と同様であってもよい。外箱７００は、更に、開口部及びスリーブの夫
々の形体を変えることによって、異なる配向のスリーブを受け入れ且つ収容するように形
成されていてもよい。
【００４６】
　スリーブは、別の形体を備えていてもよい。図１０及び図１１は、一つ以上のゴルフボ
ールを収容するように形成されたスリーブの別の実施例を示す。この形体により、パッケ
ージ材料が更に減少する。この形体は、上壁及び底壁を必要としない。更に、壁の開口部
は、ゴルフボールを収容するために長さ方向で必要とされるパッケージ材料の量を更に減
少する。更に、開口部がボールの部分を露呈するため、これらの開口部は、ボールを収容
するために深さ方向で必要とされるパッケージ材料の量を減少できる。パッケージの深さ
は、ゴルフボールの直径よりも小さい。
【００４７】
　スリーブ１０００は、三つのゴルフボールを収容するように形成されている。他の実施
例では、スリーブ１０００は、任意の数のゴルフボールを収容するように形成されていて
もよい。
【００４８】
　スリーブ１０００は、二つの壁及び二つの開放した側部を有する。図１０及び図１１に
示すように、スリーブ１０００は、第１壁１０１０及び第２壁１０２０の二つの壁を有す
る。第１壁１０１０及び第２壁１０２０は高さ方向に延びており、シーム１０３０及び１
０４０で合一する。スリーブ１０００は、二つの向き合った側部には壁を備えておらず、
開放した向き合った側部が高さ方向に延びている。二つの向き合った開放した側部は、第
１壁１０１０と第２壁１０２０との間の深さ方向に制限されない。他の実施例では、スリ
ーブ１０００はシームのところで合一する壁を深さ方向に有し、二つの開放した向き合っ
た側部を幅方向に備えていてもよい。
【００４９】
　第１壁１０１０及び第２壁１０２０の各々は、ゴルフボールを所定位置に保持するよう
に形成された開口部を有する。図１０及び図１１に示すように、第１壁１０１０及び第２
壁１０２０は、各々、三つの開口部を有する。第１壁１０１０は、第１開口部１０１２、
第２開口部１０１４、及び第３開口部１０１６を有する。第２壁１０２０は、第１開口部
１０２２、第２開口部１０２４、及び第３開口部１０２６を有する。これらの開口部は、
スリーブ３００と同様に、三つのゴルフボール１１００を受け入れるように形成されてい
る。これらの開口部は、スリーブ３００の開口部と同様であり、変形例の形体を含むこれ
らの開口部の形体は上文中に説明してある。
【００５０】
　図１２、図１３、及び図１４を参照すると、幾つかの実施例では、外箱は、スリーブ１
０００と同じ形体を備えていてもよい。外箱７００と同様に、外箱１２００は、１２個の
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ボールを収容するように形成されている。他の実施例では、外箱１２００は、任意の数の
ゴルフボールを収容するように形成されていてもよい。
【００５１】
　外箱１２００は、二つの壁及び二つの開放した側部を有する。図１２、図１３、及び図
１４に示すように、外箱１２００は第１壁１２１０及び第２壁１２２０の二つの壁を有し
、これらの壁は、上下のシーム１２８０及び１２９０のところで合一する。外箱１２００
は二つの向き合った側部には壁を備えておらず、開放した向き合った側部を深さ方向に有
する。二つの向き合った開放した側部は、第１壁１２１０と第２壁１２２０との間の深さ
に限定されない。他の実施例では外箱１２００は、シームのところで合一する、高さ方向
に沿って延びる壁、及び幅方向の二つの開放した向き合った側部を有してもよい。この形
体は、使用されるパッケージ材料の量を、図１０及び図１１に示す形体と比較して更に大
きく減少できる。開口部が大きければ大きい程、使用されるパッケージ材料の量が減少す
る。
【００５２】
　第１壁１２１０及び第２壁１２２０は、各々、ゴルフボールを所定位置に保持するよう
に形成された開口部を有する。第１壁１２１０及び第２壁１２２０は、各々四つの開口部
を有する。第１壁１２１０は、第１開口部１２１２、第２開口部１２１４、第３開口部１
２１６、及び第４開口部１２１８を有する。第２壁１２２０は、第１開口部１２２２、第
２開口部１２２４、第３開口部１２２６、及び第４開口部１２２８を有する。これらの開
口部は、外箱７００の開口部と同様であり、変形例の形体を含むこれらの開口部の形体は
上文中に説明してある。
【００５３】
　更に、外箱１２００には、外箱７００と同様に、外箱１２００を分離してスリーブにす
るように形成された分離デバイスが設けられていてもよい。分離デバイスは、ミシン目線
１２５０、１２６０、及び１２７０であってもよい。図１２、図１３、及び図１４に示す
ように、外箱１２００の全ての壁の開口部間にミシン目線１２５０、１２６０、及び１２
７０が設けられていてもよい。
【００５４】
　図１３及び図１４を参照すると、外箱１２００は、外箱７００と同様に、複数のボール
を収容するように形成されている。これらのボールは、別の箱又はスリーブ内に収容され
ていてもよいし、収容されていなくてもよい。幾つかの実施例では、外箱１２００は、１
２個のボールを直接的に収容するように形成されている。図１３に示すように外箱１２０
０は、四つのボールコラムを含むように形成されている。これらのコラムは、各々、三つ
のボール１３００を収容している。
【００５５】
　図１４に示すように、外箱１２００は、三つのボール１４００が入った四つのスリーブ
１４１０、１４２０、１４３０、及び１４４０を含むように形成されていてもよい。これ
らの四つのスリーブは、各々、図１０及び図１１に示すスリーブ１０００と同様のスリー
ブである。これらのスリーブは、形体が異なっていてもよい。
【００５６】
　スリーブ及び外箱は、別の形体を備えていてもよい。図１５及び図１６を参照すると、
スリーブ１５００は、三つの壁及び二つの開放した側部を有する。図１５及び図１６に示
すように、スリーブ１５００は、第１壁１５２０、第２壁１５３０、及び第３壁１５４０
の三つの壁を有する。第１壁１５２０は、第２壁１５３０と第３壁１５４０との間を延び
る。第２壁１５３０及び第３壁１５４０は、高さ方向に延び、シームのところで合一する
。スリーブ１５００は、二つの向き合った側部には壁を備えておらず、開放した向き合っ
た側部を深さ方向に有する。二つの向き合った開放した側部は、第２壁１５３０と第３壁
１５４０との間の深さ方向及び高さ方向に限定されない。他の実施例では、スリーブ１５
００は、スリーブの高さ方向及び深さ方向に沿って壁を有してもよく、これらの壁は、壁
の側部の深さ方向シームのところで合一し、二つの開放した向き合った側部を幅方向に有
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する。
【００５７】
　スリーブ３００と同様に、第２壁１５３０及び第３壁１５４０は、各々、ゴルフボール
を所定位置に保持するように形成された開口部を有する。図１５及び図１６に示すように
、第２壁１５３０及び第３壁１５４０は、各々、三つの開口部を有する。第２壁は、第１
開口部１５３２、第２開口部１５３４、及び第３開口部１５３６を有する。第３壁１５４
０は、第１開口部１５４２、第２開口部１５４４、及び第３開口部１５４６を有する。こ
れらの開口部は、スリーブ３００の開口部と同様であり、変形例の形体を含むこれらの開
口部の形体は、上文中に説明してある。
【００５８】
　この形体により、ゴルフボールを収容するのに使用されるパッケージ材料の量を減らす
ことができる。この形体は、上壁を必要としない。更に、壁の開口部により、ゴルフボー
ルを収容するために長さ方向で必要とされるパッケージの量が更に減少する。更に、開口
部によりボールの部分が露呈されるため、これらの開口部は、ボールを収容するために深
さ方向で必要とされるパッケージ材料の量を減少する。パッケージの深さは、ゴルフボー
ルの直径よりも小さい。
【００５９】
　図１７、図１８、及び図１９を参照すると、外箱は、スリーブ１５００と同じ構造を備
えていてもよい。スリーブ１５００と同様に、外箱１７００は、三つの壁及び二つの開放
した側部を有する。図１７、図１８、及び図１９に示すように、外箱１７００は、第１壁
１７２０、第２壁１７３０、及び第３壁１７４０を有する。第１壁１７２０は、第２壁１
７３０と第３壁１７４０との間を延びる。第２壁１７３０及び第３壁１７４０は、外箱１
７００の頂部でシーム１７１０のところで幅方向に沿って合一する。外箱１７００は、二
つの向き合った側部には壁を備えておらず、開放した向き合った側部を高さ方向に有する
。
【００６０】
　第２壁１７３０及び第３壁１７４０は、各々、ゴルフボールを所定位置に保持するよう
に形成された開口部を有する。第２壁１７３０及び第３壁１７４０は、各々、四つの開口
部を有する。第２壁１７３０は、第１開口部１７３２、第２開口部１７３４、第３開口部
１７３６、及び第４開口部１７３８を有する。第３壁１７４０は、第１開口部１７４２、
第２開口部１７４４、第３開口部１７４６、及び第４開口部１７４８を有する。これらの
開口部は、外箱１２００の開口部と同様であり、変形例の形体を含むこれらの開口部の形
体は、上文中に説明してある。
【００６１】
　外箱１７００には、更に、外箱１７００を分離してスリーブ及び／又は箱にするように
形成された分離デバイスが設けられていてもよい。図１７、図１８、及び図１９に示すよ
うに、外箱１７００は、外箱１２００と同様に、開口部間の全ての壁にミシン目線１７５
０、１７６０、及び１７７０を備えていてもよい。
【００６２】
　図１８及び図１９を参照すると、外箱１７００は、複数のボールを収容するように形成
されていてもよい。これらのボールは、別の箱又はスリーブ内に収容されていてもよいし
、収容されていなくてもよい。幾つかの実施例では、外箱１７００は、１２個のボールを
直接的に収容するように形成されている。図１８に示すように、外箱１７００は、ボール
の四つのコラムを含むように形成されている。これらのコラムは、各々、三つのボール１
３００を収容している。これらのコラムの各々は、夫々、開口部と整合していてもよい。
第２壁１７３０及び第３壁１７４０の円筒形開口部は、ゴルフボール１３００の表面と接
触し、ボールが移動しないように所定の形状を備えている。
【００６３】
　他の実施例では、外箱１７００は、ゴルフボールの多数のスリーブを収容するように形
成されていてもよい。外箱１７００は任意の数のボールが入った任意の数のスリーブを収
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容するように形成されていてもよい。図１９に示すように、外箱１７００は、三つのボー
ルが入った四つのスリーブ１９１０、１９２０、１９３０、及び１９４０を収容するよう
に形成されていてもよい。これらの四つのスリーブは、各々、図１５及び図１６に示すス
リーブ１５００と同様のスリーブであってもよい。これらのスリーブは、別の形体を備え
ていてもよい。外箱１７００は、開口部の配向を変えることによって、スリーブを高さ方
向で受け入れるように形成されていてもよい。
【００６４】
　図２０乃至図２３に示すように、他の実施例では、スリーブ及び／又は外箱は、個々の
ボールをスリーブ及び内箱から夫々分離できる分離デバイスを含んでいてもよい。分離デ
バイスは、スリーブ又は外箱から分離されるゴルフボールの数を使用者が選択できるよう
に形成されていてもよい。分離デバイスはミシン目線であってもよい。
【００６５】
　図２０に示すように、外箱２０００は二つの壁及び二つの開放した側部を有する。外箱
２０００は、第１壁２０１０及び第２壁２０２０の二つの壁を有する。第１壁２０１０及
び第２壁２０２０の頂部及び底部は、夫々、シーム２０９０及び２０９２のところで高さ
方向で合一する。図２０に示す実施例では、外箱２０００は、二つの向き合った側部に壁
を備えておらず、開放した向き合った側部を深さ方向に有する。これらの二つの向き合っ
た開放した側部は、第１壁２０１０と第２壁２０２０との間の深さ方向に限定されない。
他の実施例では、外箱２０００は、側部が深さ方向で合一する壁を備えていてもよく、二
つの開放した向き合った側部を幅方向に備えていてもよい。外箱２０００は、更に、第１
壁２０１０と第２壁２０２０との間を延びる第３壁を備えていてもよい。
【００６６】
　外箱２０００の壁には、各々、ゴルフボールを所定位置に保持するように形成された開
口部が設けられている。各開口部は、ゴルフボールの位置と対応する。パッケージされる
ゴルフボールの特定の数に従って開口部の数を変えてもよい。外箱２０００は、１２個の
ゴルフボールを収容するように形成されている。
【００６７】
　第１壁２０１０及び第２壁２０２０は、各々、１２個の開口部を有する。これらの開口
部は、任意の形体であってもよい。幾つかの実施例では、開口部は、四つのコラム及び三
つの列をなして形成されていてもよい。開口部の形体は、外箱の所望の幅又は高さ及びゴ
ルフボールの数に基づいて定められてもよい。
【００６８】
　図２０に示すように、第２壁２０２０は、第１開口部２０２２、第２開口部２０２４、
第３開口部２０２６、第４開口部２０３２、第５開口部２０３４、第６開口部２０３６、
第７開口部２０４２、第８開口部２０４４、第９開口部２０４６、第１０開口部２０５２
、第１１開口部２０５４、第１２開口部２０５６を有する。幾つかの実施例では、これら
の開口部は円形であり、同じ大きさである。これらの開口部は、スリーブ３００の開口部
と同様であり、変形例の形体を含むこれらの開口部の形体は上文中に説明してある。
【００６９】
　幾つかの実施例では、外箱２０００は、更に、外箱２０００を分離して個々のボール、
スリーブ、及び／又は箱にするように形成された分離デバイスを備えていてもよい。これ
らの分離デバイスは、ゴルフボール２０８０を三つの列に分割するミシン目線２０６０及
び２０６２、及びゴルフボール２０８０を四つのコラムに分割するミシン目線２０７０、
２０７２、及び２０７４であってもよい。図２０に示すように、外箱２０００は、外箱２
０００を個々のゴルフボール２０８０によって分割できるように、全ての壁に及び全ての
開口部間にミシン目線を備えていてもよい。幾つかの実施例では、特定の開口部間にだけ
ミシン目線が設けられていてもよい。ミシン目線は、三つのゴルフボール２０８０が入っ
た同じ大きさ及び形状の四つのスリーブに外箱２０００を分離するためにのみ設けられて
いてもよい。他の実施例では、外箱２０００は、任意の数のスリーブ及び箱に分離するよ
うに形成されていてもよい。外箱２０００は、更に、形状及び大きさが異なるスリーブ及
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び箱に分離されるように形成されていてもよい。
【００７０】
　他の実施例では、図２１及び２２を参照すると、スリーブ及び外箱は、ゴルフボールを
別の態様で収容するように形成されていてもよい。別の態様による収容は、スリーブ及び
外箱を追加の接触面を持つように形成することによって行われてもよい。
【００７１】
　図２１は、ゴルフボールの周囲に支持ポケットを形成するようになったスリーブ２１０
０を示す。スリーブ１０００と同様に、スリーブ２１００は二つの壁及び二つの開放した
側部を有する。スリーブ２１００は、第１壁２１１０及び第２壁２２２０の二つの壁を有
する。第１壁２１１０及び第２壁２１２０は高さ方向に延びており、シーム２１３０及び
２１４０のところで合一する。第１壁２１１０及び第２壁２１２０は、更に、中間シーム
２１５０及び２１６０のところで合一する。これらの介在スリーブ(intervening sleeve)
は、ゴルフボール用の包含保護ポケットを形成する。スリーブ２１００は、二つの向き合
った側部に壁を備えておらず、開放した向き合った側部を深さ方向に有する。スリーブ２
１００は、更に、スリーブ１０００と同様に、シーム及び開放した向き合った側部の配向
を変えるように形成されていてもよい。
【００７２】
　第１壁２１１０及び第２壁２１２０は、各々、ゴルフボールを所定位置に保持するよう
に形成された開口部を有する。図２１に示すように、第１壁２１１０及び第２壁２１２０
は、各々三つの開口部を有する。第１壁２１２０は、第１開口部２１１２、第２開口部２
１１４、及び第３開口部２１１６を有する。第１壁２１１０の開口部は、第２壁２１２０
の開口部（これらの開口部は図示されていない）と同様である。これらの開口部の各々は
、スリーブ３００の開口部と同様に、三つのゴルフボール２１７０を受け入れるように形
成されている。これらの開口部は、スリーブ３００の開口部と同様であり、変形例の形体
を含むこれらの開口部の形体は、上文中に説明してある。
【００７３】
　介在シームのうちの一つ又は全てが分離デバイスであってもよい。図２１を参照すると
、シーム２１５０及び２１６０は、ミシン目線であってもよい。
【００７４】
　図２２を参照すると、外箱はスリーブ２１００と同様の形体を備えていてもよい。外箱
２２００は、スリーブ２１００と同様のスリーブの四つのコラムを含んでいてもよい。外
箱２２００は、第１壁２２１０及び第２壁２２２０の二つの壁及び開放した向き合った側
部を有する。第１壁２２１０及び第２壁２２２０の頂部及び底部は、夫々、シーム２２９
０及び２２９２のところで幅方向で合一する。外箱２２００は、二つの向き合った側部に
壁を備えておらず、開放した向き合った側部を深さ方向に有する。
【００７５】
　外箱２２００は、更に、第１壁２２１０と第２壁２２２０との間に介在シーム２２６０
及び２２６２を含む。これらのシームは、シーム２１５０及び２１６０と同様に、ゴルフ
ボール用の包含保護ポケットを形成する。
【００７６】
　外箱２０００と同様に、外箱２２００は、各々がゴルフボールの位置と対応する開口部
を有する。第２壁２２２０は、第１開口部２２２２、第２開口部２２２４、第３開口部２
２２６、第４開口部２２３２、第５開口部２２３４、第６開口部２２３６、第７開口部２
２４２、第８開口部２２４４、第９開口部２２４６、第１０開口部２２５２、第１１開口
部２２５４、第１２開口部２２５６を有する。第１壁２２１０の開口部は、第２壁２２２
０の開口部と同じであり、ここには示さない。これらの開口部は、外箱２０００の開口部
と同様であり、変形例の形体を含むこれらの開口部の形体は上文中に説明してある。
【００７７】
　幾つかの実施例では、外箱２２００は、外箱２２００を分離して個々のボール、スリー
ブ、及び／又は箱にするように形成された分離デバイスを備えていてもよい。介在シーム
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２２６０及び２２６２はミシン目線であってもよい。更に、外箱２２００は、ゴルフボー
ル２２８０を四つのコラムに分割するミシン目線２２７０、２２７２、及び２２７４を含
んでいてもよい。図２２に示すように、外箱２２００を個々のゴルフボール２２８０によ
って分割できるように、外箱２２００の全ての壁に及び全ての開口部間にミシン目線が設
けられている。外箱２０００と同様に、外箱２２００は任意の数のスリーブ及び箱に分離
されるように形成されていてもよい。
【００７８】
　幾つかの実施例では、上文中に説明した実施例と同様に、外箱は、ゴルフボールの同じ
四つのコラムを持つように形成されていてもよい。他の実施例では、外箱は、ゴルフボー
ルの食い違いコラムを持つように形成されていてもよい。これらのコラムは、ゴルフボー
ルのコラムの高さを変化することによって食い違いにできる。幾つかの実施例では、図２
３乃至図２９に示すように、外箱は、第１高さの第１コラム及び第３コラム、及び第１高
さと異なる第２高さの第２コラム及び第４コラムを含んでいてもよい。他の実施例では、
ゴルフボールのコラムは、任意の高さ形体を備えていてもよい。これらのコラムは、高さ
が全て異なっていてもよい。外箱は、更に、これらの数及びゴルフボールの数を変化する
ことによって、異なる形体を持つようにしてもよい。
【００７９】
　食い違いコラムを含む多数の外箱を使用し、これらの外箱を組み合わせることによって
輸送時の移動を更に抑えてもよい。これらの多数の外箱は、異なるコラムのボールを互い
に関連することによって、輸送用箱に食い違い形体で詰め込まれてもよい。例えば、第１
食い違い外箱の第１コラムを第２食い違い外箱の第２コラムと隣接してもよい。
【００８０】
　幾つかの実施例では、図２３乃至図２８に示すように、外箱は、直接的に隣接したコラ
ムを高さ方向でだけ食い違わせることによって、食い違い形体を備えてもよい。これらの
コラムは、更に、同じ深さであってもよい。他の実施例では、図２９及び図３０に示すよ
うに、外箱は、二つのコラムを含む二つの列からなる食い違い形体を備えていてもよい。
【００８１】
　図２３は、食い違い形体を持つ外箱の一実施例を示す。外箱２３００は、１２個のボー
ルを収容するように形成されている。外箱２３００は、第１コラム２３３０、第２コラム
２３４０、第３コラム２３５０、及び第４コラム２３６０のボールの四つのコラムを有す
る。各コラムは、三つのボールを収容するように形成されている。各コラムの正味高さは
、三つのゴルフボールと対応する。第１コラム２３３０及び第３コラム２３４０は第１高
さにあり、第２コラム２３４０及び第４コラム２３６０は第２高さにある。第１高さの始
部及び端部は第２高さよりも高い。
【００８２】
　各コラムは平らな頂部及び底部を備えていてもよい。平らな頂部及び底部は、外箱を、
その元々の位置から移動することなく、棚の上に及び輸送用箱内に積み重ね及び位置決め
を行うことができるように形成されている。外箱２３００のコラムは、更に、角度をなし
た隅部を備えていてもよい。これらの角度をなした隅部は、コラムの露呈された側部に配
置されていてもよい。図２３では、第１コラム２３３０は、角度をなした第１隅部２３３
１、角度をなした第２隅部２３３３、及び角度をなした第３隅部２３３５を有し、第２コ
ラム２３４０は、角度をなした第１隅部２３４１、角度をなした第２隅部２３４３を有し
、第３コラム２３５０は、角度をなした第１隅部２３５１、角度をなした第２隅部２３５
３を有し、第４コラムは、角度をなした第１隅部２３６１、角度をなした第２隅部２３６
３、及び角度をなした第３隅部２３６５を有する。第１壁２３１０（図示せず）及び第２
壁２３２０のこれらの角度をなした隅部は対称である。角度をなした隅部は、各コラム内
のゴルフボールの整合を補助する。角度をなした隅部は、更に、パッケージ材料を減少す
る。
【００８３】
　各コラムは、更に、三つの開口部を有する。第１コラム２３３０は、第１開口部２３３
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２、第２開口部２３３４、及び第３開口部２３３４を有し、第２コラム２３４０は、第１
開口部２３４２、第２開口部２３４４、及び第３開口部２３４４を有し、第３コラム２３
５０は、第１開口部２３５２、第２開口部２３５４、及び第３開口部２３５４を有し、第
４コラム２３６０は、第１開口部２３６２、第２開口部２３６４、及び第３開口部２３６
４を有する。これらのコラムは、第１壁２３１０（図示せず）及び第２壁２３２０にこれ
らの開口部を有する。第１壁２３１０及び第２壁２３２０のこれらの開口部は対称である
。これらの開口部は、外箱２０００の開口部と同様であり、変形例の形体を含むこれらの
開口部の形体は上文中に説明してある。
【００８４】
　外箱２３００は、任意の種類の蓋又はシールデバイスを備えていてもよい。図２３では
、外箱２３００はフリップトップ蓋２３１２を有する。フリップトップ蓋は、外箱主本体
に取り付けられている。他の実施例では、外箱２３００の蓋は外箱主本体に取り付けられ
ておらず、取り外し自在であってもよい。
【００８５】
　幾つかの実施例では、外箱２３００は、外箱２３００を分離して個々のボール、スリー
ブ、及び／又は箱にするように形成された分離デバイスを備えていてもよい。分離デバイ
スは、ミシン目線であってもよい。外箱２３００は、ゴルフボール２２８０を四つのコラ
ムに分割するミシン目線２３７０、２３７２、及び２３７４を各コラム間に備えていても
よい。外箱２３００は、任意の数のスリーブ及び箱に分離されるように形成されていても
よい。
【００８６】
　幾つかの実施例では、外箱２３００は、全ての側部に壁を備えていてもよい。他の実施
例では、図２４及び図２５に示すように、外箱２４００は開放した側壁を備えていてもよ
い。図２５に示すように、外箱２４００は、１２個のゴルフボール２５００を収容するよ
うに形成されている。
【００８７】
　外箱２４００は、外箱２３００と同様に、第１コラム２４３０、第２コラム２４４０、
第３コラム２４５０、及び第４コラム２４６０のボールの四つのコラムを有する。各コラ
ムは、三つのボールを収容するように形成されている。各コラムは、平らな頂部及び底部
を備えていてもよい。平らな頂部及び底部は、外箱を、その元々の位置から移動すること
なく、棚の上に及び輸送用箱内に積み重ね及び位置決めを行うことができるように形成さ
れている。
【００８８】
　外箱２４００のコラムもまた、角度をなした隅部を備えていてもよい。角度をなした隅
部は、コラムの露呈された側部に配置されていてもよい。第１コラム２４３０は、角度を
なした第１隅部２４３１、角度をなした第２隅部２４３３、及び角度をなした第３隅部２
４３５を有し、第２コラム２４４０は、角度をなした第１隅部２４４１及び角度をなした
第２隅部２４４３を有し、第３コラム２４５０は、角度をなした第１隅部２４５１及び角
度をなした第２隅部２４５３を有し、第４コラムは、角度をなした第１隅部２４６１、角
度をなした第２隅部２４６３、及び角度をなした第３隅部２４６５を有する。第１壁２４
１０（図示せず）及び第２壁２４２０のこれらの角度をなした隅部は対称である。角度を
なした隅部は、各コラム内のゴルフボールの整合を補助する。角度をなした隅部は、更に
、パッケージ材料を減少する。
【００８９】
　各コラムは、更に、三つの開口部を有する。第１コラム２４３０は、第１開口部２４３
２、第２開口部２４３４、及び第３開口部２４３４を有し、第２コラム２３４０は、第１
開口部２３４２、第２開口部２３４４、及び第３開口部２３４４を有し、第３コラム２３
５０は、第１開口部２３５２、第２開口部２３５４、及び第３開口部２３５４を有し、第
４コラム２３６０は、第１開口部２３６２、第２開口部２３６４、及び第３開口部２３６
４を有する。これらのコラムは、第１壁２３１０（図示せず）及び第２壁２３２０にこれ
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らの開口部を有する。第１壁２３１０及び第２壁２３２０のこれらの開口部は対称である
。これらの開口部は、外箱２０００の開口部と同様であり、変形例の形体を含むこれらの
開口部の形体は上文中に説明してある。
【００９０】
　外箱２４００は、深さ方向に延びる側壁を備えておらず、開放した向き合った側部を有
する。箱内でのボールの位置を開口部が維持するため、側壁は必要ないのである。
【００９１】
　幾つかの実施例では、外箱２４００には、外箱２４００を個々のボール、スリーブ、及
び／又は箱に分離するように形成された分離デバイスが設けられていてもよい。これらの
分離デバイスはミシン目線であってもよい。外箱２４００は、各コラム間にミシン目線２
４７０、２４７２、及び２４７４を有し、これらのミシン目線は、ゴルフボール２４８０
を四つのコラムに分割する。外箱２４００は、任意の数のスリーブ及び箱に分離されるよ
うに形成されていてもよい。
【００９２】
　外箱は、更に、直線状の縁部を持つように形成されていてもよい。図２６、図２７、及
び図２８を参照すると、各コラムは直線状の縁部を備えている。
【００９３】
　図２６は、直線状縁部を持つ食い違い外箱の一実施例を示す。外箱２６００は、１２個
のボールを収容するように形成されている。外箱２６００は、第１コラム２６３０、第２
コラム２６４０、第３コラム２６５０、及び第４コラム２６６０のボールの四つのコラム
を有する。外箱２４００と同様に、各コラムは三つのボールを収容するように形成されて
いる。各コラムの正味高さは、三つのゴルフボールと対応する。第１コラム２６３０及び
第３コラム２６４０は第１高さにあり、第２コラム２６４０及び第４コラム２６６０は、
第１高さよりも高い第２高さにある。
【００９４】
　各コラムは平らな頂部及び底部を備えており、更に、三つの開口部を有する。第１コラ
ム２６３０は、第１開口部２６３２、第２開口部２６３４、及び第３開口部２６３６を有
し、第２コラム２６４０は、第１開口部２６４２、第２開口部２６４４、及び第３開口部
２６４６を有し、第３コラム２６５０は、第１開口部２６５２、第２開口部２６５４、及
び第３開口部２６５６を有し、第４コラム２６６０は、第１開口部２６６２、第２開口部
２６６４、及び第３開口部２６６６を有する。これらのコラムは、これらの開口部を第１
壁２６１０（図示せず）及び第２壁２６２０に有する。第１壁２６１０及び第２壁２６２
０の開口部は対称である。これらの開口部は、外箱２０００の開口部と同様であり、変形
例の形体を含むこれらの開口部の形体は上文中に説明してある。
【００９５】
　外箱２６００は、任意の種類の蓋又はシールデバイスを備えていてもよい。外箱２６０
０は、外箱主本体に取り付けられたフリップトップ蓋を備えていてもよい。蓋は外箱主本
体に取り付けられておらず、取り外し自在である。
【００９６】
　幾つかの実施例では、外箱２６００は、外箱２６００を個々のボール、スリーブ、及び
／又は箱に分離するように形成された分離デバイスを備えていてもよい。外箱２６００は
各コラム間にミシン目線２６７０、２６７２、及び２６７４を有し、これらのミシン目線
は、ゴルフボール２６８０を四つのコラムに分割する。外箱２６００は、任意の数のスリ
ーブ及び箱に分離されるように形成されていてもよい。
【００９７】
　幾つかの実施例では、外箱２６００は、全ての側部に壁を備えていてもよい。他の実施
例では、図２７及び図２８に示すように、外箱２７００は開放した側壁を備えていてもよ
い。図２８に示すように、外箱２７００は、１２個のボールを収容するように形成されて
いる。
【００９８】
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　外箱２７００は、外箱２６００と同様に、第１コラム２７３０、第２コラム２７４０、
第３コラム２７５０、及び第４コラム２７６０のボールの四つのコラムを有する。各コラ
ムは、三つのボールを収容するように形成されており、三つの開口部を有する。第１コラ
ム２７３０は、第１開口部２７３２、第２開口部２７３４、及び第３開口部２７３６を有
し、第２コラム２７４０は、第１開口部２７４２、第２開口部２７４４、及び第３開口部
２７４６を有し、第３コラム２７５０は、第１開口部２７５２、第２開口部２７５４、及
び第３開口部２７５６を有し、第４コラム２７６０は、第１開口部２７６２、第２開口部
２７６４、及び第３開口部２７６６を有する。これらのコラムは、これらの開口部を第１
壁２７１０（図示せず）及び第２壁２７２０に有する。第１壁２６１０及び第２壁２６２
０の開口部は対称である。これらの開口部は、外箱２０００の開口部と同様であり、変形
例の形体を含むこれらの開口部の形体は上文中に説明してある。
【００９９】
　外箱２７００は、幅方向に延びる上側及び下側に壁を備えておらず、開放した向き合っ
た側部を深さ方向に有する。これらの壁は、開口部によりボールが箱内の所定位置に維持
されるため、必要でないのである。
【０１００】
　幾つかの実施例では、外箱２７００は、外箱２７００を分離して個々のボール、スリー
ブ、及び／又は箱にするように形成された分離デバイスを備えていてもよい。これらの分
離デバイスはミシン目線であってもよい。外箱２７００は、各コラム間にミシン目線２７
７０、２７７２、及び２７７４を有し、これらのミシン目線は、ゴルフボール２７８０を
四つのコラムに分割する。外箱２７００は、任意の数のスリーブ及び箱に分離されるよう
に形成されていてもよい。
【０１０１】
　図２９を参照すると、外箱２９００は、高さ方向食い違いコラムを含んでいてもよい。
これらのコラムは、二つのコラム及び二列のコラムを持つように形成されている。外箱２
９００は、直線状の縁部及び隅部を備えていてもよい。他の実施例では、外箱２９００は
、ゴルフボールの円角度(circular angle)と対応する角度をなした縁部及び隅部を備えて
いてもよい。
【０１０２】
　外箱２９００は、１２個のボールを収容するように形成されている。外箱２９００は、
第１コラム２９３０、第２コラム２９４０、第３コラム２９５０、及び第４コラム２９６
０のボールの四つのコラムを有する。外箱２４００と同様に、各コラムは三つのボールを
収容するように形成されており、三つのゴルフボールと対応する正味高さを有する。第１
コラム２９３０及び第３コラム２９４０は第１高さにあり、第２コラム２９４０及び第４
コラム２９６０は第１高さよりも高い第２高さにある。第１コラム２９３０は第４コラム
２９６０と対称であり、第２コラム２９４０は第３コラム２９５０と対称である。
【０１０３】
　各コラムは平らな頂部及び底部を備えている。更に、幾つかの実施例では、各コラムは
、露呈された面の各々に三つの開口部を備えていてもよく、全部で６個の開口部を有する
。他の実施例では、開口部は、コラム毎に異なっていてもよい。
【０１０４】
　図２９に示すように、第１コラム２９３０は、第１開口部２９３２、第２開口部２９３
４、及び第３開口部２９３６を有し、第２コラム２９４０は、第１開口部２９４１、第２
開口部２９４２、第３開口部２９４３　第４開口部２９４４、第５開口部２９４５、及び
第６開口部２９４６を有し、第４コラム２９６０は、第１開口部２９６２、第２開口部２
９６４、第３開口部２９６６を有する。第３コラム２９５０の開口部（図示せず）は、第
２コラム２９４０の開口部と対称である。
【０１０５】
　外箱２９００は、任意の種類の蓋又はシールデバイスを備えていてもよい。外箱２９０
０は、外箱主本体に取り付けられたフリップトップ蓋を備えていてもよい。蓋は外箱主本
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体に取り付けられておらず、取り外し自在である。
【０１０６】
　幾つかの実施例では、外箱２９００は、外箱２９００を分離して個々のボール、スリー
ブ、及び／又は箱にするように形成された分離デバイスを備えていてもよい。外箱２９０
０は、更に、任意の数のスリーブ及び箱に分離されるように形成されたミシン目線を備え
ていてもよい。
【０１０７】
　幾つかの実施例では、外箱２９００は、全ての側部に壁を備えていてもよい。他の実施
例では、外箱２９００は、開放した側壁を備えていてもよい。
【０１０８】
　スリーブ及び外箱は、ブランクから形成されてもよい。ブランクは、任意の形体の壁パ
ネルを含んでいてもよい。図３０に示す一実施例では、ブランク３０００からスリーブ３
００を形成してもよい。パネル３０１０、３０２０、３０３０、及び３０４０は、折り目
線３０５０、３０６０、及び３０７０に沿って互いにヒンジ連結されている。スリーブ３
００は、これらのパネルを折り畳むことによって形成されてもよい。例えば、パネル３０
１０は折り目線３０５０のところで折り畳まれるのに対し、パネル３０３０は折り目線３
０６０のところで折り畳まれ、パネル３０４０は折り目線３０７０のところで折り畳まれ
、これにより、パネル３０４０がパネル３０１０と合一する。パネル３０１０は、パネル
３０４０にファスナによって取り付けられてもよい。ファスナは、糊やテープ等の任意の
周知の接着剤、又はステープル等の機械的手段であってもよい。
【０１０９】
　図３１は、ゴルフボールを収容するスリーブをブランクから形成するためのプロセスを
示す。工程３１０２において、スリーブを形成するブランクを形成する。スリーブを上文
中に論じた任意の実施例に従って形成するため、ブランクを所定の形体に合わせて切断す
る。例えば、スリーブ３００については、ブランクを図３０に示す形体に切断する。
【０１１０】
　ブランクの形成後、工程３１０４において、ブランクを折り目線に沿って折り畳む。ブ
ランクは、ゴルフボールを入れることができるように、折り目線に沿って折り畳まれる。
幾つかの実施例では、ブランクは、全ての折り目線に沿って折り畳まれなくてもよい。例
えば、スリーブ３００について、パネル３０３０は折り目線３０６０のところで折り畳ま
れ、パネル３０４０は、このパネル３０４０がパネル３０２０と平行であるように折り目
線３０７０のところで折り畳まれる。
【０１１１】
　工程３１０６では、ブランクにボールを入れる。ボールの数は、ブランクの形体で決ま
る。幾つかの実施例では、ブランクに三つのゴルフボールを入れる。他の実施例では、ブ
ランクを１２個のゴルフボールとともに形成してもよい。
【０１１２】
　ブランクにボールを入れた後、工程３１０８でブランクをシールし、スリーブを形成す
る。ブランクの縁部を、糊やテープ等の接着剤、又はステープル等の機械的手段でシール
してもよい。幾つかの実施例では、ブランクのシール前にブランクを更に折り畳む必要が
ある。例えば、ブランク３０００に関し、パネル３０１０は、パネル３０４０と合一する
ように、折り目線３０５０のところで折り畳まれてもよい。その後、ブランク３０００を
接着剤でシールし、スリーブを形成する。
【０１１３】
　プロセスは、上文中に論じた全ての工程の全てを含んでいなくてもよい。例えば、場合
によっては、ブランクを形成する必要がない。スリーブは、予備成形されたブランクから
形成されてもよい。更に、上文中に論じたプロセスの工程は、任意の順序で行ってもよい
。工程は、添付図面に示す順序又は上文中に説明した順序で行わなくてもよい。幾つかの
実施例では、プロセスにおける工程の順序を変えてもよい。
【０１１４】
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　図示していないけれども、スリーブ及び外箱には、小売店が外箱に対して大きな棚空間
を提供しようとさせる絵や図柄が描いてあってもよい。例えば、図２９を参照すると、外
箱２９００のコラム２９３０、２９４０、及び２９６０の表面に沿って図柄が描いてあっ
てもよい。これは、図柄を適切に理解できるように、コラム２９４０を前方及び中間にし
た菱形位置で外箱を表示することを必要とする。この位置は、三つのゴルフボールとほぼ
等価の棚空間を必要とする。これは、図２に示す周知の正方形内箱よりも大きく、かくし
て比較的目につく小売り空間を必要とする。
【０１１５】
　本発明の様々な実施例を説明したが、以上の説明は例示を意図したものであって、限定
ではなく、本発明の範囲内のこの他の多くの実施例が可能であるということは当業者に明
らかになるであろう。従って、本発明は、添付の特許請求の範囲及びその等価物に鑑みて
除外されるものを除き、制限されるものではない。更に、添付の特許請求の範囲内で様々
な変形及び変更を行ってもよい。
【符号の説明】
【０１１６】
　３００　スリーブ
　３１０　第１壁
　３２０　第２壁
　３３０　第３壁
　３３２　第１開口部
　３３４　第２開口部
　３３６　第３開口部
　３４０　第４壁
　３４２　第１開口部
　３４４　第２開口部
　３４６　第３開口部
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】
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【図２１】 【図２２】

【図２３】 【図２４】
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【図２５】 【図２６】

【図２７】 【図２８】
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【図２９】 【図３０】

【図３１】



(30) JP 2012-30893 A 2012.2.16

【手続補正書】
【提出日】平成23年11月15日(2011.11.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　ゴルフボールは、代表的には、１２個のボールが入ったパッケージで販売される。
１２個のボールが入ったパッケージは、代表的には、三つのゴルフボールが入った四つの
スリーブを含む。このようなスリーブ１００を図１に示す。スリーブ１００は、全体に矩
形の箱の形態で提供される。図１は、更に、二つの周知の固い外箱１１０及び１２０を示
す。これらの外箱は、四つのスリーブ１００を収容するように形成されている。正方形の
外箱１１０は、二つのスリーブ１００の二つの隣接した列を収容する。矩形外箱１２０は
側部と側部とを向き合わせて配置された四つのスリーブを収容する。スリーブ１００及び
外箱１１０及び１２０は、更に、全ての側部でパッケージ材料を必要とする。スリーブ１
００及び外箱１１０及び１２０は、代表的には、樹脂層を持つ板紙、リサイクル可能材料
、リサイクル材料、及び／又は消費後の古紙材料等の紙製品で形成されている。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７１】
　図２１は、ゴルフボールの周囲に支持ポケットを形成するようになったスリーブ２１０
０を示す。スリーブ１０００と同様に、スリーブ２１００は二つの壁及び二つの開放した
側部を有する。スリーブ２１００は、第１壁２１１０及び第２壁２１２０の二つの壁を有
する。第１壁２１１０及び第２壁２１２０は高さ方向に延びており、シーム２１３０及び
２１４０のところで合一する。第１壁２１１０及び第２壁２１２０は、更に、中間シーム
２１５０及び２１６０のところで合一する。これらの介在スリーブ(intervening sleeve)
は、ゴルフボール用の包含保護ポケットを形成する。スリーブ２１００は、二つの向き合
った側部に壁を備えておらず、開放した向き合った側部を深さ方向に有する。スリーブ２
１００は、更に、スリーブ１０００と同様に、シーム及び開放した向き合った側部の配向
を変えるように形成されていてもよい。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７２】
　第１壁２１１０及び第２壁２１２０は、各々、ゴルフボールを所定位置に保持するよう
に形成された開口部を有する。図２１に示すように、第１壁２１１０及び第２壁２１２０
は、各々三つの開口部を有する。第２壁２１２０は、第１開口部２１２２、第２開口部２
１２４、及び第３開口部２１２６を有する。第１壁２１１０の開口部は、第２壁２１２０
の開口部（これらの開口部は図示されていない）と同様である。これらの開口部の各々は
、スリーブ３００の開口部と同様に、三つのゴルフボール２１７０を受け入れるように形
成されている。これらの開口部は、スリーブ３００の開口部と同様であり、変形例の形体
を含むこれらの開口部の形体は、上文中に説明してある。
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【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８１】
　図２３は、食い違い形体を持つ外箱の一実施例を示す。外箱２３００は、１２個のボー
ルを収容するように形成されている。外箱２３００は、第１コラム２３３０、第２コラム
２３４０、第３コラム２３５０、及び第４コラム２３６０のボールの四つのコラムを有す
る。各コラムは、三つのボールを収容するように形成されている。各コラムの正味高さは
、三つのゴルフボールと対応する。第１コラム２３３０及び第３コラム２３５０は第１高
さにあり、第２コラム２３４０及び第４コラム２３６０は第２高さにある。第１高さの始
部及び端部は第２高さよりも高い。
 
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８２】
　各コラムは平らな頂部及び底部を備えていてもよい。平らな頂部及び底部は、外箱を、
その元々の位置から移動することなく、棚の上に及び輸送用箱内に積み重ね及び位置決め
を行うことができるように形成されている。外箱２３００のコラムは、更に、角度をなし
た隅部を備えていてもよい。これらの角度をなした隅部は、コラムの露呈された側部に配
置されていてもよい。図２３では、第１コラム２３３０は、角度をなした第１隅部２３３
１、角度をなした第２隅部２３３３、及び角度をなした第３隅部２３３５を有し、第２コ
ラム２３４０は、角度をなした第１隅部２３４１、角度をなした第２隅部２３４３を有し
、第３コラム２３５０は、角度をなした第１隅部２３５１、角度をなした第２隅部２３５
３を有し、第４コラム２３６０は、角度をなした第１隅部２３６１、角度をなした第２隅
部２３６３、及び角度をなした第３隅部２３６５を有する。第１壁２３１０（図示せず）
及び第２壁２３２０のこれらの角度をなした隅部は対称である。角度をなした隅部は、各
コラム内のゴルフボールの整合を補助する。角度をなした隅部は、更に、パッケージ材料
を減少する。
 
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８３】
　各コラムは、更に、三つの開口部を有する。第１コラム２３３０は、第１開口部２３３
２、第２開口部２３３４、及び第３開口部２３３６を有し、第２コラム２３４０は、第１
開口部２３４２、第２開口部２３４４、及び第３開口部２３４６を有し、第３コラム２３
５０は、第１開口部２３５２、第２開口部２３５４、及び第３開口部２３５６を有し、第
４コラム２３６０は、第１開口部２３６２、第２開口部２３６４、及び第３開口部２３６
６を有する。これらのコラムは、第１壁２３１０（図示せず）及び第２壁２３２０にこれ
らの開口部を有する。第１壁２３１０及び第２壁２３２０のこれらの開口部は対称である
。これらの開口部は、外箱２０００の開口部と同様であり、変形例の形体を含むこれらの
開口部の形体は上文中に説明してある。
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【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８８】
　外箱２４００のコラムもまた、角度をなした隅部を備えていてもよい。角度をなした隅
部は、コラムの露呈された側部に配置されていてもよい。第１コラム２４３０は、角度を
なした第１隅部２４３１、角度をなした第２隅部２４３３、及び角度をなした第３隅部２
４３５を有し、第２コラム２４４０は、角度をなした第１隅部２４４１及び角度をなした
第２隅部２４４３を有し、第３コラム２４５０は、角度をなした第１隅部２４５１及び角
度をなした第２隅部２４５３を有し、第４コラム２４６０は、角度をなした第１隅部２４
６１、角度をなした第２隅部２４６３、及び角度をなした第３隅部２４６５を有する。第
１壁２４１０（図示せず）及び第２壁２４２０のこれらの角度をなした隅部は対称である
。角度をなした隅部は、各コラム内のゴルフボールの整合を補助する。角度をなした隅部
は、更に、パッケージ材料を減少する。
 
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８９】
　各コラムは、更に、三つの開口部を有する。第１コラム２４３０は、第１開口部２４３
２、第２開口部２４３４、及び第３開口部２４３６を有し、第２コラム２４４０は、第１
開口部２４４２、第２開口部２４４４、及び第３開口部２４４６を有し、第３コラム２４
５０は、第１開口部２４５２、第２開口部２４５４、及び第３開口部２４５６を有し、第
４コラム２４６０は、第１開口部２４６２、第２開口部２４６４、及び第３開口部２４６
６を有する。これらのコラムは、第１壁２４１０（図示せず）及び第２壁２４２０にこれ
らの開口部を有する。第１壁２４１０及び第２壁２４２０のこれらの開口部は対称である
。これらの開口部は、外箱２０００の開口部と同様であり、変形例の形体を含むこれらの
開口部の形体は上文中に説明してある。
 
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９３】
　図２６は、直線状縁部を持つ食い違い外箱の一実施例を示す。外箱２６００は、１２個
のボールを収容するように形成されている。外箱２６００は、第１コラム２６３０、第２
コラム２６４０、第３コラム２６５０、及び第４コラム２６６０のボールの四つのコラム
を有する。外箱２４００と同様に、各コラムは三つのボールを収容するように形成されて
いる。各コラムの正味高さは、三つのゴルフボールと対応する。第１コラム２６３０及び
第３コラム２６５０は第１高さにあり、第２コラム２６４０及び第４コラム２６６０は、
第１高さよりも高い第２高さにある。
 
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０１０２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０２】
　外箱２９００は、１２個のボールを収容するように形成されている。外箱２９００は、
第１コラム２９３０、第２コラム２９４０、第３コラム２９５０、及び第４コラム２９６
０のボールの四つのコラムを有する。外箱２４００と同様に、各コラムは三つのボールを
収容するように形成されており、三つのゴルフボールと対応する正味高さを有する。第１
コラム２９３０及び第４コラム２９６０は第１高さにあり、第２コラム２９４０及び第３
コラム２９５０は第１高さよりも高い第２高さにある。第１コラム２９３０は第４コラム
２９６０と対称であり、第２コラム２９４０は第３コラム２９５０と対称である。
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